2026年度リサーチ・レジデント勤務申告書
大学院生が業務目的の診療を行う場合、労働契約を締結し、契約に基づき給与が支給されます。業務目的の診療とは、リサーチ・レジデントが専任教員と同等にスケジュール管理され、外来診療・病棟診療・検査等の義務を課していることを指します。
業務目的の診療がある場合には、下記①～⑤を記載していただき、指導教員と学生双方のサイン後、学事課に提出してください。
①　　　　　　　　　　　　　氏は、業務目的の診療を行ないますか？
□　はい （②～⑤について回答してください）

□　いいえ（以下の回答は不要です。ただし、年度途中で診療を行うことになる場合、
本申告書の提出が必要となります）
②　下記スケジュール表に業務内容を記載してください。（外来、病棟、診断、検査等）

また、隔週勤務等（月1回など）の予定もカッコ書きで記載してください。
	
	月
	火
	水
	木
	金
	土

	午　前
	
	
	
	
	
	

	午　後
	
	
	
	
	
	


※勤務時間：１日７．５時間、半日３．７５時間
③　該当する勤務時間にチェック☑をいれてください

□　一週間の勤務時間が２７時間以上　　→　　健康保険・雇用保険に加入

□　一週間の勤務時間が２０時間以上　　→　　雇用保険のみ加入

□　一週間の勤務時間が２０時間未満　　→　　健康保険・雇用保険に加入しません
④　宿日直勤務を行う予定がある方はチェック☑をいれてください

□　宿日直勤務を行う予定がある

⑤　その他、特記事項、説明などは下記に記載してください。

上記の内容に相違ありません。
指導教授サイン　　　　　　　　　　　　

大学院生サイン　　　　　　　　　　　　
